
新庁舎整備に係る経緯と今後について

資料１



見直しの経緯

資料２



新庁舎整備ロードマップの策定体制

資料３



基本構想・基本計画の内容は現状と未来の市の姿を踏まえて、見直す

資料４



新庁舎整備の進め方

資料５



ワーク
ショップ
１回目
（今回）

ワーク
ショップ
２回目以降

ワークショップの実施計画

資料６



今回のワークショップのテーマと目的

資料７



＜市の役割＞

資料８



市長

副市長 市民協働部

健康こども部

市民福祉部

産業振興部

都市政策部

建設水道部

総務部

経営企画部

公営企業（建設水道部）

議会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局

教育委員会事務局

美濃加茂市行政組織

資料９



各部署の業務内容（出典：美濃加茂市部設置条例）
部署 業務内容（事務分掌）

(1) 市民協働部 ア 公共交通及び移住・定住に関すること。
イ 多文化共生の推進、男女共同参画及び人権政策に関すること。
ウ 地域共生のまちづくりの推進に関すること。
エ 生涯学習に関すること。
オ スポーツ振興に関すること(学校における体育に関することを
除く。)。
カ 文化振興に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。

(2) 健康こども部 ア 健康普及、保健指導その他市民の健康に関すること。
イ 保育園、幼稚園及び認定こども園に関すること。
ウ 子育て支援に関すること。

(3) 市民福祉部 ア 国民健康保険に関すること。
イ 後期高齢者医療に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 介護予防に関すること。
カ 高齢者、障害者、児童、母子及び父子福祉並びに生活保護そ
の他の社会福祉に関すること。
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各部署の業務内容（出典：美濃加茂市部設置条例）
部署 業務内容（事務分掌）

(4) 産業振興部 ア 商業及び工業に関すること。
イ 消費生活に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 産業政策に関すること。
オ 農業及び林業に関すること。
カ 森林の保全に関すること。
キ 環境保全及び公害対策に関すること。
ク 廃棄物及びリサイクルに関すること。

(5) 都市政策部 ア 都市計画に関すること。
イ 立地適正化計画に関すること。
ウ 住宅政策に関すること。
エ 開発指導に関すること。
オ 土地区画整理に関すること。
カ 企業誘致に関すること。

(6) 建設水道部 ア 道路及び河川に関すること。
イ 公園に関すること。
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各部署の業務内容（出典：美濃加茂市部設置条例）
部署 業務内容（事務分掌）

(7) 総務部 ア 議会に関すること。
イ 法規に関すること。
ウ 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。
エ 財産の管理及び行政文書に関すること。
オ 情報化及び庁内の電算の総合調整に関すること。
カ 市税に関すること。
キ 債権回収に関すること。
ク 消防及び防災に関すること。
ケ 交通安全及び防犯に関すること。
コ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
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各部署の業務内容（出典：美濃加茂市部設置条例）
部署 業務内容（事務分掌）

(8) 経営企画部 ア 市の重要政策の企画及び調整に関すること。
イ 組織及び行政改革に関すること。
ウ 広聴に関すること。
エ 公共施設の管理及び計画に関すること。
オ 財政に関すること。
カ 契約に関すること。
キ 工事検査に関すること。
ク 秘書に関すること。
ケ 広報に関すること。
コ 職員に関すること。
サ 定住自立圏構想の推進に関すること。
シ 広域行政に関すること。
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市の役割（出典：美濃加茂市第６次総合計画）
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【配布資料の見方】

政策に対し、特に取り組む内容

政策に対し、実施していく事業の内容

市の役割（出典：美濃加茂市第６次総合計画）
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実施計画事業一覧（第6次総合計画を達成するために実施する事業）



【配布資料の見方】

事務事業一覧

番号 所属名称 事業名称

1 会計課 会計課 会計事務

2 監査委員事務局 監査委員事務局 固定資産評価審査委員会事務

3 監査委員事務局 監査委員事務局 監査委員事務

4 議会事務局 議会事務局 議会運営事務

5 議会事務局 議会事務局 議長会負担金

6 議会事務局 議会事務局 議員費

7 議会事務局 議会事務局 議員活動費

8 教育委員会事務局 学校教育課 就学時健康診断実施事業

9 教育委員会事務局 学校教育課 教育センター運営事業

10 教育委員会事務局 学校教育課 中学校教育振興事業

11 教育委員会事務局 学校教育課 事務局運営事業(学校教育課)

12 教育委員会事務局 学校教育課 いじめ対策事業

13 教育委員会事務局 学校教育課 教育センター研修事業

14 教育委員会事務局 学校教育課 教職員研修事業

15 教育委員会事務局 学校教育課 活躍する生徒支援事業

16 教育委員会事務局 学校教育課 地域・家庭教育推進事業

17 教育委員会事務局 学校教育課 清流の国ふるさと魅力体験事業

18 教育委員会事務局 学校教育課 学校運営協議会事業

19 教育委員会事務局 学校教育課 道徳教育実践事業

20 教育委員会事務局 教育総務課 事務局運営事業(教育総務課)

21 教育委員会事務局 教育総務課 太田小管理費

22 教育委員会事務局 教育総務課 古井小管理費

23 教育委員会事務局 教育総務課 山之上小管理費

24 教育委員会事務局 教育総務課 蜂屋小管理費

25 教育委員会事務局 教育総務課 加茂野小管理費

26 教育委員会事務局 教育総務課 伊深小管理費

27 教育委員会事務局 教育総務課 三和小管理費

28 教育委員会事務局 教育総務課 下米田小管理費

29 教育委員会事務局 教育総務課 山手小管理費

30 教育委員会事務局 教育総務課 太田小教育振興費

各部署ごとに対応している
事業内容を示している

市の役割（事務対応）
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事務事業一覧



市民の皆様からのご意見（一部抜粋）
事業名（仮称） 事業内容

都市圏直通バス運行事業 名古屋市への直通バス運行

高校生対象インターンシップ事業 高校生向けの企業参観、工場見学会や企業説明会の実施

福祉医療費助成拡大事業 福祉医療費助成を１８歳まで拡大

帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業 帯状疱疹ワクチンを接種する際の費用の一部を助成

あい愛バス発着拠点施設設置事業
大手町公園に発着拠点施設を設置し、あい愛バス待合場だけでなく、学
生の学習の場、市政の情報発信の場とするもの

まちづくりDX事業
市役所での申請・受付・相談業務について各連絡所でオンラインで行う
ことができるようにする事業

公共交通による移動手段の充実
病院、買い物などの外出に不自由なく移動できるようにあい愛バスの
運行を公共交通を充実させるもの

広聴推進事業 市民の声を手軽に（ラインなどで）伝えていただく手段の構築

書かない窓口
各種証明書の交付請求や住所異動の届出等の際に、申請書や届出書へ
の記載をシステムにより自動化し、手続きの利便性向上や迅速性を高
める。

おん祭夏の陣イベント事業 おん祭夏の陣において、盆踊りをできるようにしてほしい

公共施設Wi-Fi設備整備事業
生涯学習センターをはじめとする市民が多く利用する公共施設にWi-
Fi設備を設置

国道21号渋滞対策事業
国道21号（可児市住吉南交差点～加茂野町稲辺）の渋滞対策として、
道路車線数2車線を４車線にする道路拡幅事業

定住促進住宅拡充事業 市営住宅の中で空き室となっている部屋の定住促進住宅移行を図る

市内イベント情報集約発信事業
行政・民間の区別なく市内のイベント情報をＡＩで集約して発信するサイ
トの構築

中高生のための文化の森学習スペースの無料開放 中学生や高校生が無料で学習できるスペースの開放
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美濃加茂市の公共施設の現状と課題（出典：公共施設等総合管理計画など）

資料１８

１．学校、市営住宅、スポーツ・レク施設が
全体の約６０％を占めます。

美濃加茂市は、約６５０棟、約１７万㎡の公共
施設を保有しており、「学校教育系施設」が約
４０％と最も面積が多く、次いで「公営住宅」、
「スポーツ・レクリエーション系施設」の順と
なっています。

（令和２年度末時点）

２．公共施設の老朽化が進んでおり、
改修・建替えなどが必要です。

美濃加茂市の公共施設は、築３０年以上を
経過した建物が全体のおよそ６５％を占める
など、多くの公共施設が老朽化し、大規模改
修・建替えが必要な状況となっています。

築30年以上経過した建物 約65 %
築20年以上経過した建物 約82 %

（令和２年度末時点）

公共施設区分 大分類

一般会計 ①学校教育系施設、②市民文化系施設

③社会教育系施設、④ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

⑤子育て支援施設、⑥保健・福祉施設、⑦行政系施設、

⑧公営住宅、⑨公園、⑩供給処理施設、⑪その他

企業会計 ⑫上水道施設、⑬下水道施設

延床面積
159,651㎡

延床面積
7,429㎡
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美濃加茂市の公共施設の現状と課題（出典：公共施設等総合管理計画など）

３．将来的には財政状況が厳しくなることが予想されます。

美濃加茂市の財政は、現在は健全な状態ですが、平成２７年度と比較すると令和３
年度は扶助費※1が約２５億円増加するなど、義務的経費※2は増加傾向にあります。
今後は少子高齢化による扶助費の増加や人口減による市税収入の減少などにより、
将来的には財政状況が厳しくなることが予想されます。

※1：扶助費とは生活に困っている人や
子育てをしている世帯、障がいを持っ
ている人などの生活を社会全体で支え
るための費用です。

※2：義務的経費とは、市の歳出のうち、
その支出が義務づけられ、簡単に削減
することができない費用をいいます。
扶助費、人件費、公債費（市債（市の借
金）の元金・利子や一時借入金の利子を
支払うための費用）から構成されてい
ます。


